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住民投票の発議の検討に至った理由等について 

平成 29年 4月 25日  

政策調整部_市民病院整備課 

１．住民投票の名称及び略称案 

（1）名称：「野洲駅南口周辺整備構想」及び「野洲市病院事業の設置等に関する条例」に基づき

野洲駅南口市有地に野洲市民病院を設置することについて問う住民投票 

（2）略称：「野洲駅南口周辺整備構想」等に基づき野洲駅南口市有地に野洲市民病院を設置する

ことを問う住民投票 

 

２．住民投票の発議の検討に至った理由 

（1）「野洲駅南口周辺整備構想」及び「野洲市病院事業の設置等に関する条例」の実現の円滑化 

①  野洲市民病院は、自治体としての最高の合意形成（コンセンサス）機関である市議会にお

いて決定された法規である「野洲市病院事業の設置等に関する条例」に基づき、野洲駅南口

駅前広場に隣接する市有地に整備することが決定された施設及び市民サービスである。こ

の条例制定に至るに当たっては、約 5 年間にわたる各種専門的な調査検討及び市民との懇

談が重ねられてきた。また、野洲市民病院事業は、「野洲駅南口周辺整備構想」において市

民広場や交流/商業施設等とともに位置づけられているほか、法定計画である「都市再生整

備計画」や「立地適正化計画」として国によっても認められている事業である。この構想の

策定に当たっても、別途各種専門的な調査検討及び市民との懇談が重ねられてきた。 

②  去る 3月 24日、市議会において野洲市民病院の実施設計費や用地取得費を盛り込んだ病

院事業会計予算（約 12億 6 千万円）が可否同数の末、議長決裁により否決された。また、

一般会計及び土地取得事業特別会計に計上していた市民病院整備関係予算を削除する動議

が議員から出され、これらも可否同数の末、議長により削除する修正案を可決とする決裁が

なされた。 

野洲市民病院事業は、既述のとおり自治体の法規で市民との約束である条例によってす

でに設置が決定している事業であることから、当該事業実施のための予算を、可否同数の僅

差の後に議長が措置しない決裁を有意に行ったことは、当該条例の改廃がなされ得ない現

状（*）を考えると、市の基幹事業を条例規定の内容とたがう状況に意図的に置こうとした

ものと判断せざるを得ない。（*現行条例を改正又は廃止する条例の可決には、再議による

2/3 の議員の同意が必要） 
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③  市としては、先般の議決は市の条例執行に係る責務と権限を阻もうとする重大で不当な

議決であると認識している。従って、条例執行の予算が適正に措置された状況に速やかに是

正する必要から、第一には議会議決の機会があるごとに補正予算を提案し、否決・削除され

た病院整備関係予算の可決を議会に求めていく方針である。しかし、依然として議会におい

て予算が可決されない場合には、野洲市まちづくり基本条例及び野洲市住民投票条例に定

める「市政に関する重要事項」に該当する案件として、１．（1）に掲げた住民投票を補正予

算提案の手続きと並行して発議し、その結果を以って病院事業の政策実現の円滑化を図っ

ていこうと考えている。 

（2）議会からの提案に応える必要性 

① 市民病院予算の削除又は否決の主な理由は、削除動議の提案者である立入三千男議員の説

明によると「住民コンセンサス（合意）を得るべき」ということであった。しかし市は、（1）

①で記したとおり、これまで市民懇談会などで市民と何度も意見を交わし、市議会でも議論

と決定を積み重ね、住民との実態的な「コンセンサス」を得てきたと認識している。そして

その実績を踏まえて、昨年 3月には病院の基本設計予算と基金条例が、また 12 月には病院

事業の設置条例が市議会で可決成立し、公的・法的にも「コンセンサス」が図られたところ

である。 

②  しかし先般の市議会では上記の条例に反する議決がなされ、さらに条例の採決に参加し

た市議会議員自身から「住民コンセンサスを得るべき」という不道理な提案がなされた。こ

のことは、野洲市議会で議決したことは野洲市民のコンセンサスではないと議会自らが表

明したのと同じであり、議会が自らの権限と職責を放棄したことに等しいと考える。 

③  市としては「住民コンセンサス」はすでに得られていると考えているが、議会が否決とと

もに示された提案に応える必要があると認識するとともに、依然として議会が予算を可決

しない場合には、コンセンサスが得られていることを確認するための住民投票を発議し、結

果を以ってその後の議会でより強く補正予算の可決を求めていくこともやむを得ないと考

えている。 

 

３．住民投票の発議を行うまでの前提 

（1）臨時会（5月 17 日）での採決結果 

２.（1）③で記したように、第一には、議会議決の機会があるごとに補正予算を提案し、否

決・削除された予算の可決を市は議会に求めていかなければならない。このため、本来６月

定例会で否決・削除された病院整備関係予算を補正提案するとともに住民投票関係予算も補

正提案し、やむを得ない発議に備える予定であった。しかし別途説明する「社会資本整備総

合交付金」の内定が去る 3月 31 日にあり、病院事業に係る今後の市の財政負担が相当軽減で

きる可能性が高まったほか、未成立になっている平成 29 年度予算案についても 3月の議会審

議の時より市の負担が軽減することになったため、5月 17日に臨時会を開催し早急に先般の

議会で否決された当初予算案のみを補正予算として提案する予定である。そしてこの採決結

果に基づいて、６月定例会での住民投票関係予算の補正提案等の対応を決定する予定である。 

（2）６月定例会以降の議会での採決結果 

上記（1）の臨時会での採決が否決であった場合、６月の定例会では住民投票関係予算を病

院整備関係予算とともに補正提案する予定である。そしてこの６月議会で病院整備関係予算

が三度可決されなかった場合は、住民投票の発議を行うこととする予定である。なお、住民

投票の予算は、住民投票条例で野洲市議会・野洲市民・野洲市長にそれぞれ保障された基本

的権限の執行に係る予算であり、議会で否決されることはあり得ないものと認識している。 
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野洲駅南口周辺整備に係る主な開発等経緯について　（周辺他市における商業開発の経緯_及び国制度や社会情勢の推移）
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既存商業地域に出店する大型

店と中小小売事業者との調整を

定めた法 

バブル経済下の駅前再開発

による_駅前型商業施設の

開発 

    大店立地法等による_ 
    郊外化の加速化 

コンパクトシティーの考えに基づく_ 
都市機能の中心市街地への政策誘導 

＋地域交通ネッ
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少子・超高齢社会の進展 

商業だけでなく、行政機能を含めて、様々な公共公

益施設を中心市街地に集中させる 
『コンパクトシティ』の考え方が強調される。 

野洲駅前でのテナント複合型大規模商業施設の 
 整備可能性 
 

駅前商店街型大型店整

備の振興期 
（駅前マンション複合型） 
テナント商業施設整備 

市街地近郊型大型ショッピングセ

ンター整備の振興期 
市街地近郊型大型モー

ルの最終整備期 

少子・超高齢社会に対応したまちづくり 
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（３）機能の配置                        

① 市民広場を中心とした駅前まちづくり 

にぎわいづくりには、人の流れが生まれることが必要です。対象区域に必要

な機能を整備することで、一定の人が行き交うことは想定されますが、更に人

の動線を交差させ、各施設における活動の様子が認識されることで、にぎわい

づくりに相乗効果が期待できます。 

そのため、「市民広場を中心とした駅前まちづくり」を基本的な考え方とし

て、各機能が連携できる配置を行います。 

また、中心となる市民広場の面積を可能な限り確保するため、必要最低限の

収容台数を確保した上で、コストや景観に配慮した駐車施設の規模や配置の設

定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市民広場を中心とした各機能の連携イメージ図 

 

② 既存施設の耐用年数等を考慮した段階的な整備 

対象区域には既存公共施設や市が権利を所有していない施設があります。各

施設について、機能は当然のこと、建築年も異なることから、耐用年数や更新

計画を考慮し、段階的に整備することを前提とした機能配置を行います。 

 

③ 良好な景観の形成と三上山の眺望確保 

市の発展の中で土地の高度利用を図ることが求められる一方で、うるおいと

ゆとりのある景観形成のためには、建物による圧迫感の軽減や緑化が必要です。 

また野洲市のシンボルである三上山については、現状の野洲駅南口周辺にお

いては、特定の場所からでなければ眺望することができないことから、公共施

設において三上山を眺望できる場所を確保します。 

 

 

 

 

 

平成29年4月25日
政策調整部_企画調整課

『野洲駅南口周辺整備構想』抜粋
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④ 安全で円滑な動線の確保 

安全で円滑な動線を確保するために、特に起点となる立体駐車場や JR 野洲

駅から各施設への動線が道路を直接横断しなくて良いように、歩道橋を整備す

るなどの対策を検討する必要があります。 

一方で、自動車による渋滞対策として、駅利用者と施設利用者の自動車動線

を区分する必要があります。 

 

⑤ 病院の配置について 

特に市民の利便性を考慮する必要がある病院の配置については、既存公共交

通機関の効果を最大限に発揮でき、駅北口からのアクセスにも有利な南口駅前

広場に隣接した配置とします。 

 

 

■JR 野洲駅周辺からの三上山の眺望（平成 26 年１月撮影） 

② ①③
④

①野洲駅２階

②階段下

③観光案内図前

④下水門線

＜現状＞
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（参考資料）野洲駅南口市有地購入に係る市議会会議録 

平成29年4月25日 

政策調整部_企画調整課 

 
平成２３年第３回野洲市議会定例会会議録 

 

（平成23年6月22日） 
○議長（立入三千男君） 日程第４、都市基盤整備特別委員会委員長より委員会審査報告書が提出

されましたので、委員長の報告を求めます。 

第１３番、中島一雄君。 

○１３番（中島一雄君） 第１３番、中島一雄です。 

ただいま報告を求められております都市基盤整備特別委員会の審査報告をいたします。去る６月

１日と６月１０日の２日間にわたり、委員会を招集し、両日とも２０名全員出席のもと、説明員

の出席を求め、慎重に審査いたしました結果についてご報告いたします。議題は、両日とも「ア

サヒビール株式会社所有地（駅前土地）買い取り可否について」の１項目であります。昨年１０

月にアサヒビール株式会社から買い取りの打診があって以来、市では、内部検討会議、市民懇談

会と検討を重ねてきた結果及び鑑定評価額の提示を受け、市としての考え方が示されました。そ

れは、市民活動拠点施設用地として取得する方向で作業を進める、財源調達は公共用地先行取得

等事業債を活用する、起債償還等の財源見通しは地域振興基金の活用により可能である、最終的

な買い取り判断は鑑定価格を基本に過去の双方の土地取引の経緯等を評価して交渉による金額に

よって判断するとの見解でした。 

この見解に基づき、議員相互間で議論を尽くした結果、各委員の意見を集約しますと、まず１点

目には、当委員会としては当該土地の買い取りを認めるものである。なお、買い取り価格につい

ては、今回提示された不動産鑑定は、用途地域など、現状において評価された額であり、第三者

機関による評価としては妥当な金額であると考えられる。しかし、過去からの長い経緯がある中

で、今回の買い取り可否を決定するという事情を考慮し、市としてはアサヒビール株式会社と価

格等の交渉を行った上で最終判断をしてほしい。 

２点目が、当該土地買い取り及び本格的な利用において、市民活動拠点施設用地として活用する

ことについては賛成の意見が多かった。しかし、市民活動拠点施設の整備の内容については、今

後、市民や議会の意見を十分に聞き取り、市の財政状況を見極めた上で、事業着手へと進めてほ

しい。 

３点目が、買い取り財源の調達及び起債償還財源については、これを認めるものである。以上が、

アサヒビール株式会社所有地（駅前土地）買い取り可否についての審査結果でございます。 

なお、今後、市とアサヒビール株式会社との価格等の交渉経過を逐一報告を受けるため、閉会中

も必要に応じて委員会を開催し、審議を継続していくものであります。以上、審査報告といたし

ます。 

○議長（立入三千男君） 暫時、休憩いたします。 
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平成２３年第５回野洲市議会定例会会議録 

 

（平成23年8月30日） 
○市長（山仲善彰君）議第６１号平成２３年度野洲市土地取得特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３億２，５７６万３，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を１４億５，１６２万５，０００円とするものです。次に、１３４ペ

ージ、第２表、地方債の補正につきましては、野洲駅前のアサヒビール所有地の買い取りに係る

費用を調達するため、公共用地先行取得等事業債として１２億５，０００万円を追加するもので

す。買取価格につきましては、アサヒビールは鑑定価格の１２億５，０００万円での売却を主張

しておられます。しかし、野洲市としては、買い取りの意向は固めておりますが、価格に関して

は鑑定価格を尊重しつつも、アサヒビールに対して過去の経緯に基づく配慮を提案しているとこ

ろです。買い取りの回答期限までに予算措置を整えるべく、いずれにいたしましても価格は鑑定

価格を上回ることはないため、１２億５，０００万円を計上しているものです。今後につきまし

ては、議会で予算をお認めいただいた後、速やかに買い取り意向の回答を行い、引き続いて、当

該土地がさら地かつ土壌汚染等のない状態であることが確認できる時点で仮契約を締結し、それ

に基づき、財産取得の議決の手続を行う予定であります。 

 

（平成23年9月22日） 
○１７番（鈴木市朗君） １７番、鈴木でございます。去る９月６日の本会議におきまして、予算

常任委員会に付託を受けました議案を審査するため、９月１４日、１５日に各分科会を、２０日

に委員会を招集し、委員全員出席のもと、説明員の出席を求め、慎重に審査いたしました結果に

ついて報告を申し上げます。まず、・・・・・、議第６１号、平成２３年度野洲市土地取得特別

会計補正予算（第１号）、以上６議案を議題として、詳細な説明を受け、質疑応答を繰り返し、

慎重に審査いたしました結果、全議案とも全員賛成にて原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

以上、予算常任委員会に付託を受けました議案の審査結果の報告といたします。 

・・・・・・・ 

・・・・・・・ 

○議長（立入三千男君）まず、・・・・・、議第６１号、・・・・・の議案１８件について一括採

決いたします。お諮りいたします。ただいま宣告いたしました議案１８件については、常任委員

会委員長の報告のとおり決することに賛成の方のご起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長（立入三千男君） ご着席を願います。起立全員であります。よって、・・・・、議第６１

号・・・・の議案１８件については、各常任委員会委員長の報告のとおり可決いたしました。 
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平成２３年第７回野洲市議会定例会会議録 

 

（平成23年12月7日） 
○市長（山仲善彰君）次に、議第１１２号財産の取得についてご説明申し上げます。本議案につき

ましては、野洲駅前のアサヒビール株式会社及びアサヒビールモルト株式会社が所有している野

洲市小篠原宇立２１８０番２他４筆、合計面積９，３４５．０１平方メートルを１２億５，００

０万円で取得しようとするものです。当該土地につきましては、昨年１０月アサヒビール株式会

社から買取の打診を受け、半年余りの間、公開で市民参加のもと、買取可否の検討を重ねてまい

りました。その結果、市民活動の拠点として、市が買い取る方針を、議会の都市基盤整備特別委

員会にお諮りし、慎重にご審議、ご議論の上、ご承認をいただき、さらに９月議会におきまして

は、当該土地の購入のための予算をお認めいただきました。取得価格につきましては、過去の経

緯や土地引き渡し時期のおくれを根拠に価格交渉を重ねてまいりましたが、最終的には共同鑑定

により報告された不動産鑑定評価額で合意をいたしました。また、引き渡し期限につきましては、

当初本年１２月末を予定して手続を進めておりましたが、アサヒビール側が土壌汚染対策に時間

を要することからおくれが生じており、協議の結果、平成２４年２月２９日と定めることで、や

むを得ず合意をいたしました。なお、土地売買仮契約につきましては、本年１１月３０日付で締

結しております。また、取得目的につきましては、現時点では市民活動拠点施設の整備としてお

りますが、今後改めて市民や専門家を交えた検討委員会を設置し、公開により議論をしながら計

画の具体化を進めてまいりたいと考えております。つきましては、当該土地を取得するに当たり、

地方自治法第９６条第１項第８号及び野洲市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処

分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 

（平成23年12月20日） 
○１番（矢野隆行君） 第１番、矢野隆行でございます。去る１２月７日の本会議におきまして、

総務常任委員会に付託を受けました議案を審査するため、１２月１２日に委員会を招集し、委員

全員出席のもと、説明員の出席を求め、慎重に審査いたしました結果について、ご報告申し上げ

ます。議第・・・・・、議第１１２号、財産の取得について（市民活動拠点施設用地）、以上１

１議案を議題として、詳細な説明を受け、質疑応答を繰り返し、慎重に審査いたしました結果、

全議案とも全員賛成にて原案のとおり可決すべきものと決しました。 

・・・・・・・ 

・・・・・・・ 

○議長（田中良隆君） ・・・・・まず、・・・・及び議第９５号から議第１１３号までの議案２

８件について、一括して採決いたします。お諮りいたします。ただいま宣告いたしました議案２

８件については、各委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長（田中良隆君） ご着席願います。起立全員であります。よって、・・・・及び議第９５号

から議第１１３号までの議案２８件は、各委員長の報告のとおり可決されました。 
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社会資本整備総合交付金の平成 29年度予算内示までの経緯について 

平成 29年 4月 25日 

都市建設部_都市計画課 

 

（1）社会資本整備総合交付金について 

  「社会資本整備総合交付金」は、国土交通省所管の地方公共団体向けの従来補助金を一つの

交付金として原則一括化したもので、自由度が高く、創意工夫を活かせる総合的な交付金とし

て平成 22年度に創設された。地方公共団体が実施しようとする社会資本の整備等に関わる事業

計画を「社会資本総合整備計画」として作成しこれが認められた場合は、当該事業計画の実現

のための事業及び事務に要する経費を国が総合的・一体的に支援しようとするもの。 

「社会資本総合整備計画」として国に認められるためには、交付金要綱に定める住生活の安

定・向上や都市環境の改善等の目的に資する基幹的な社会資本整備の事業（基幹事業）と、そ

れに関連する社会資本の整備その他ソフト事業などが適切に計画された内容であることが必要

である。 

 

（2）都市再生整備計画及び都市再構築戦略事業について 

 上記、「社会資本総合整備計画」の基幹事業の項目の一つに、都市再生特別措置法に基づく「都

市再生整備計画」事業として実施する公共公益施設の整備等の事業がある。さらに当該整備事

業を持続可能な集約型都市構造への再構築を図るものとして、同法に規定される「立地適正化

計画」の作成をともに行った場合は、「都市再構築戦略事業」として通常より高い交付率で上記

の「社会資本整備総合交付金」の交付を受けることができる。（詳細：平成 28年１月 21日全員

協議会「別添資料４」参照） 

   社会資本総合整備計画概要図 

   

 

（3）本市における社会資本の整備等に関わる事業計画及び公共公益施設の整備事業 

 本市における「野洲駅南口周辺整備構想」及び「（仮称）野洲市立病院基本計画」の内容につ

いて、「社会資本総合整備計画」及び「都市再生整備計画」として位置付けて国へ提出し、社会

資本整備総合交付金申請の手続きを進めてきた。 
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（4）経緯 

平成 28年 12月 22日 「野洲市病院事業の設置等に関する条例」 

・市議会において可決成立 

平成 29年 1月 5日 国土交通省 近畿地方整備局建政部長宛 

「都市再生整備計画（都市再構築戦略事業）の提出について」 

 

・都市再生整備計画を社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ

編イー10－(１)７．２に基づき提出 

3月 13 日 国土交通省 近畿地方整備局 建政部 都市整備課長より 

「都市再生整備計画（都市再構築戦略事業）の確認通知について」 

 

・平成 29年１月５日付で提出のあった野洲駅周辺地区について、

社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編イー10－(１)７．

２に基づき確認したことを通知 

3月 16 日 国土交通大臣宛 

「社会資本総合整備計画及び都市再生整備計画について」 

 

・「社会資本整備総合交付金に係る計画等について」第１第１項に

基づき、社会資本総合整備計画を取りまとめたので提出 

・あわせて、都市再生特別措置法（平成 14年法律第 22号）第 46

条第１項に基づき作成した都市再生整備計画について、同法第

47条第１項に基づき提出 

3月 24 日 「平成 29年度野洲市病院事業会計」 

・議長決裁により否決 

3月 31 日 国土交通事務次官より滋賀県知事宛「平成 29年度社会資本総合整備

事業の内定について」について通知 【次頁_写参照】 

 

（5）「野洲駅周辺地区都市再生整備計画」平成 29年度予算内示について 

 平成 28年 12月 22 日で「野洲市病院事業の設置等に関する条例」が可決成立したことを受け

て、本市では上記のとおり、都市再生整備計画である「野洲駅周辺地区（都市再構築戦略事業）」

を位置付けた社会資本総合整備計画である「野洲駅周辺地区都市再生整備計画」を作成し、平

成 29年３月 16日付けで国土交通大臣宛に提出した。 

提出した計画に基づいて、平成 29 年３月 31 日、国土交通事務次官より滋賀県知事に宛てて

平成 29 年度予算当初配分の内定が通知され、平成 29 年度の要望額 54,000 千円に対し満額の

54,000 千円の内示額が示された。【次頁_写参照】 

 

（6）過去の議会への当該交付金に関する説明 

平成 26年７月 23日 都市基盤整備特別委員会 

平成 28年１月 21日 全員協議会 ※次頁「別添資料４」により説明 
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平成28年1月21日　市議会全員協議会_説明資料（写）
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野洲市民病院の位置決定までの経過について 

平成 29 年 4 月 25 日 
政策調整部_市民病院整備課 

時期 市民病院関係 
（参考）駅前市有地 
及び周辺整備構想関係 

H22.10  ・アサヒビール㈱より駅前社有地

（約 9,300 ㎡）の買取りを打診 
・公開による内部検討会議

（H23.1～） 
・市民懇談会（H23.4） 

H23.04 ・御上会から「新病院構想 2010」提出（4/11）  
H23.6 ・「野洲市中核的医療機関のあり方検討会議」開始

（6/14、7/15、8/19、9/21、10/5） 
・市議会都市基盤特別委員会「ア

サヒビール㈱所有地買取可否

について」審議（6/1、6/10） 
・市議会本会議で報告（6/22） 

H23.9  ・市議会本会議「野洲市土地取得

特別会計補正予算」可決（全員

起立） 
H23.10 ・「野洲市中核的医療機関のあり方検討会議」報告

（10/5） 
『（5）病院の立地場所 の想定として 

<野洲駅周辺とする場合> 
<郊外に立地する場合>の 2 案併記 
各々のﾒﾘｯﾄ・ﾃﾞﾒﾘｯﾄを掲示』【資料 A】 

 

H23.12  ・市議会本会議「財産の取得につ

いて（市民活動拠点施設用地）」

可決（全員起立） 
H24.2 ・「野洲市新病院整備可能性検討委員会」開始（2/17、

4/10、5/15、6/12、7/11） 
・野洲市へ所有権移転、土地の引

渡し 
H24.4  ・「南口周辺整備構想」検討開始 
H24.7 ・「野洲市新病院整備可能性検討委員会」提言（7/11） 

『（4）立地場所 の条件として 
「野洲駅周辺とする方が多くの市民が利用し

やすく、医療スタッフの確保にも有利である」

ことを委員会で確認』【資料 B】 
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時期 市民病院関係 
（参考）駅前市有地 
及び周辺整備構想関係 

H24.12 ・「野洲市中核的医療のあり方に関する基本方針（素

案）」を市が公表 
『野洲駅南口周辺整備構想の検討対象区域

（3.5ha）内に立地することで（前提条件クリ

アが）可能』と記載 
・3 分の 1 を超える議員が反対し凍結。 

 

H25.1 
～7 

・市民懇談会、まちづくり座談会、出前講座等（1
月）、市民アンケートで 75％の賛同（3 月）、公開

討論会（5 月）、市民懇談会（7 月） 
・これらの結果の総合判断から、市民病院は必要と

判断 

 

H25.6  ・「野洲駅南口周辺整備構想検討

委員会」報告 
『6 つの機能：市民広場、病院、

交流施設、図書分室、アリーナ、

商業サービス』 
H25.8 ・「基本構想」策定予算を提案  
H25.10 ・「野洲市中核的医療のあり方に関する基本方針」

を市が策定 
『野洲駅南口周辺整備構想の検討対象区域

（3.5ha）内に立地することで（前提条件クリ

アが）可能』と記載  【資料 C】 

・県立大、立命館大、野洲市によ

る共同研究。 
・市民活動団体アンケート、世代

別ヒアリング、市民ワークショ

ップ（H25.11～計 3 回） 
H25.11 ・「基本構想検討委員会」を開始（11/26、12/17、

1/14、2/19） 
 

H26.2 ・「基本構想に関する提言書」提出（2/19） 
『⑥ 具体的な立地場所 として 
（駅前基本構想の）対象区域の A 候補地、B 候

補地から、本委員会としては公共交通機関との連

携、駅施設やロータリーとの連続性、新たな用地

取得が不要であることから、本委員会としては A
候補地が望ましいと判断』 【資料 D】 

 

H26.3 ・「基本構想」策定 
『（3）病院の立地場所 として 
Ａ候補地に病院を立地』と定める。【資料 E】 

 

H26.6  ・「野洲駅南口周辺整備構想提案

発表会」 
・ＪＡおうみ冨士への配置提案 
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時期 市民病院関係 
（参考）駅前市有地 
及び周辺整備構想関係 

H26.10  ・ＪＡおうみ冨士から回答 
 →現市有地に限定して配置を

再検討 
・市民懇談会（H26.11.29） 

H27.3 ・「基本計画」策定 
『（1）市立病院の整備場所 として 
 野洲市小篠原字向平田 2203 番 1 外』と定める。 

【資料 F】 

・「野洲駅南口周辺整備構想」 
策定完了 

H27.11 ・整備及び運営に関する基金条例_否決 
『（設置） 
第１条 野洲市小篠原 2203 番１ほかにおける

（仮称）野洲市民病院の整備及び市による円滑な

運営に必要な資金を積み立てるため、野洲市立病

院の整備及び運営に関する基金（以下「基金」と

いう。）を設置する。』 

 

H28.3 ・同上基金条例_可決【資料 G】  
H28.12 ・病院事業の設置等に関する条例_可決 

『２ 病院事業を行う施設の名称及び位置は、次

のとおりとする。 
野洲市小篠原 2203 番地１』【資料 H】 
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【資料A】
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【資料B】

Administrator
テキストボックス
22



【資料C】
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【資料D】
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【資料E】
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【資料F】
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【資料G】
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【資料H】
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住民投票で賛成又は反対を問う事項の考え方について 

平成 29 年 4 月 25 日 
政策調整部_市民病院整備課 

１．市の条例による規定について 

 本市の住民投票の形式は、発議に当たって実施しようとする事項を定め、それへの賛否を問

う形式による規定となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．住民投票を発議する場合の賛成又は反対を問う事項の考え方について 

今回の住民投票の発議を行う場合においては、賛成又は反対を問う事項については、以下の

とおり検討している。 

 

 

『野洲駅南口周辺整備構想』等に基づき 

野洲駅南口市有地に野洲市民病院を設置することについて 

 

野洲市住民投票条例（抜粋） 
(住民投票の形式) 

第 5 条 前条の規定による請求又は発議に当たっては、住民投票を実施しようとする事項に

ついて賛成又は反対を問う二者択一の形式により行わなければならない。 
(投票の方法) 

第 13 条 住民投票は、1 人 1 票の投票とし、秘密投票とする。 
2 住民投票の投票資格者は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投

票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載しなければならない。 
 (無効投票) 
第 16 条 次に掲げる投票は、無効とする。 

(1) 所定の投票用紙を用いないもの 
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの 
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの 
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの 
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの 
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（参考資料）「野洲市民病院の設置場所等に係るＱ＆Ａ」 

平成 29 年 4 月 25 日 
政策調整部_市民病院整備課 

 
以下の資料について、先日 4 月 22 日開催の「自治会長会」において資料配布した。 

 
Ｑ1.設置場所はなぜ野洲駅前なの？ 

（お答え）「駅前なのに病院？」ではなく、「駅前にこそ病院」なのです／高齢者が増え、子育

て世代にも自動車に乗らない・乗れない・乗せてもらえない市民が増えてきます／すべての

市民が均しくアクセスできるのは駅前です／高齢者や子育て世代などが利用する公的な医

療・福祉施設をまちの中心に集約させるまちづくりがこれからは必要です。 

 「駅前には商業施設を」という意見がありますが、野洲駅前では成り立ちません／滋賀県内

では街中の商業ビルの閉店が相次いでいます／わずか数百メートルの所に大型店が２店も展

開しています／市の計画では今駐輪場などがある場所に市民病院との相乗効果を保てる公共

機能が入った「交流/商業施設」を整備し同時開業します。 

 

 

 

 

 

 

 「駅前は広い公園に」という意見がありますが、市の計画でも 2000㎡程の公園を整備します

／しかし全面を公園にすることは駅前の利点や優位性をまったくムダにすることになり不合

理です／毎日イベントを開催することも不可能です。 

 「駅前はマンション」という意見もあります／マンションは外観は「ビル」ですが、個人住

宅で公共的な都市機能ではなく、賑わい施設でもありません／固定資産税収が増すという意

見もありますが住宅用地は 6 分の 1 軽減です／集中的な整備は、学区人口の急激な増加によ

る教育施設整備費用や住民が高齢化したときの福祉施策に影響を与え、財政負担が逆に懸念さ

れます／40、50年後の施設の老朽化が地域に与える影響も問題になっています。 

 「交通混雑や安全が心配」という意見があります。調査したところ駅前のピークは 7～8 時、

小学校の登校は 8 時前後、一方で病院の来院は 9 時前に始まることが確認されました／時間

が重複しないので交通混雑や安全も問題ありません。 

 「郊外に建てるべき」という意見がありますが、すべての市民が自動車に乗れる・乗せても

らえるわけではありません／循環バスを市内各所から直行させるには大変なコストが必要で

す／また郊外では外来の収益が見込めず、病院事業がそもそも成立しません。 

 

 

 

 

 

 

 

＜交流/商業施設の主な機能の想定＞ 

① 調剤薬局、飲食系の店舗 

② 図書館分室の機能 

③ 子育て支援の機能 

④ 300 人規模のコンベンションホール 

⑤ 観光案内所、駐輪場、公衆トイレ 
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Ｑ2.多額の借金をして、財政は大丈夫？ 

（お答え）公共施設は「利用者負担の原則」により費用の大半をあえて借金し、施設分なら約

30 年の割賦で整備します／病院整備の場合は、返済額の半分を医業収入でまかなうため市財

政の負担はその半分で、さらにこれに交付税措置が半分見込めます／施設分の整備費を 90 億

円と設定すると、90億円÷30年÷2÷2で利子を加えても年 1億円程度です／市の財政規模約

200 億円の 0.5％の規模です。 

 「病床稼働率の推計が楽観的だ」という指摘があります／市の推計は 80％代ですが、これは

罹患率の高い 75 歳以上の後期高齢者が今より 63％も増加することを踏まえた 10～15 年後の

推計値です／この数字と今の全国平均の病床稼働率 75％を比べて楽観的だという指摘は誤っ

ています。 

 「人件費が据え置きなのはおかしい」という指摘があります。毎年昇給するはずなのに、と

いう理由のようです／しかし 200 人を超える組織になれば職員の新陳代謝が規則的にあり平

均年齢は安定します／これと診療単価を関連付けて一定化させているものです。 

  
Ｑ.今の野洲病院を修繕したらいいのでは？ 

（お答え）不可能です／野洲病院の手術室などがある中枢の「東館」は昭和 55年建築で耐震強

度を満たしていません。病室の広さも今の法令基準を満たしていません／建替えしかありま

せんが、敷地に新基準の施設は収まりません／検査・手術・病棟が入る施設の建替には約 40

億円は必要です／また敷地に余裕がないため、工事等期間の約 2年は休診となり人件費だ

けでも 50億円程度の損金が生じ、逆に高くつきます。 

 「野洲病院が機能しているのになぜ新病院？」という意見があります／新市民病院への期待

によって医大等との連携により医師等が確保でき、また全体の士気が上がっているからです。 
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住民投票の制度概要について 

【請求又は発議等】《野洲市住民投票条例第４条》 

 住民、議会、市長のそれぞれが請求（発議）できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【対象となる事案】《野洲市住民投票条例第２条、第５条》 
 対象となる事案は、市及び住民全体の利害関係を有し、住民の間又は住民、市議会若し
くは市長の間に重大な意見の相違があり、住民の福祉に重大な影響を及ぼす市政運営上の
重要事項です。また「投票の形式」が賛成又は反対を問う二者択一の形式になっているも
のが事案の対象となります。 
 
【住民投票の執行】《野洲市住民投票条例第６条》 
 住民投票の執行者は市長ですが、投票資格者名簿の調製や管理、投票・開票の事務手続

きなどは、選挙管理委員会に委任します。 
 
【投票資格者】《野洲市住民投票条例第３条》 
 住民投票の投票権を有する人は、本市に住所を有する年齢満 18 歳以上の人で、次のい
ずれかに該当する人です。 
 １．日本国籍を有する人で、本市に住民票が作成された日から引き続き３か月以上本市

の住民基本台帳に記録されている人 
 ２．(ア)日本国籍を有しない、永住者の在留資格をもって在留する人で、本市に住民票

が作成された日から引き続き３か月以上本市の住民基本台帳に記録されている人 
   (イ)(ア)の在留資格を除いた在留資格をもって在留する人で、本市に住民票が作成さ

れた日から引き続き３年を超えて本市の住民基本台帳に記録されている人 
＜投票できる人＞ 
 住民投票の告示の日の前日現在において、投票資格者として名簿に登録されている人で
す。ただし、投票日の当日、転出している人や在留資格を失った人、公職選挙法第 11 条
の規定に該当する人などは投票できません。 

 ※対象となる事案の要件を満たしているか 

 〔住民請求〕 
投票資格者の代表者が
住民投票の実施を市長
に請求 

〔議会請求〕 
議員定数の 1/12 以上の賛成を得て
議員提案され、かつ、出席議員の過半
数の賛成による議決により請求 

〔市長発議〕 

自ら住民投票 

を発議 

投票資格者の 
1/4 以上 
の連署 

投票資格者の 
1/50 以上 

の連署 

住民請求で、 
要件を満たしている場合 

議会請求又は市長発議で、 
要件を満たしている場合 

要件を満たさない場合 

住民投票は実施しない 
市議会出席議員
の過半数の賛成

で議決 

 住 民 投 票 の 実 施  

平成 29 年 4 月 25 日 
野洲市選挙管理委員会 

 住民投票の手続等の実務は選挙とほぼ同様であるため、選挙と同様に選挙管理
委員会に委任することで、住民負担の軽減と行政能率の向上を図ることができま
す。また、住民投票に関する情報提供については、投票資格者が投票の判断に資
するために必要な情報について、市広報その他の適当な方法により、中立性の保
持に留意したうえで幅広く情報提供することが必要であることから、選挙管理委
員会が行います。 
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【投票運動】《野洲市住民投票条例第 18条》 
 投票運動は、公平な情報提供によって住民が賛成や反対などの議論をすることが大切で
あり、原則自由です。ただし、買収、脅迫など自由な意思が拘束され、又は不当に干渉さ
れるものであってはなりません。 
 
【投票の方法】《野洲市住民投票条例第 13条》 
 住民投票は、選挙と同様に 1 人１票の秘密投票とします。投票方法は、投票用紙のあら
かじめ「賛成」「反対」の選択肢が印刷された欄に○印を記載することとします。 
＜投票所・期日前投票所＞《野洲市住民投票条例第 11条》 
 選挙管理委員会の指定した場所に設けるものとすると規定されていますが、基本的には
選挙執行時と同じ投票所での投票を予定しています。 
＜投票所の開閉時間＞《野洲市住民投票条例第 22条》 
 ●投票所 … 午前７時 から 午後６時 
 ●期日前投票所 … 午前８時 30 分 から 午後８時 

＜期日前投票・不在者投票＞《野洲市住民投票条例第 15条》 
 投票日の当日、一定の事由によって投票所に行き投票することができない人、又は身体
に重度の障がいがある人は、選挙における期日前投票・不在者投票の制度を住民投票に準
用することで投票を行うことができます。 
 
【投票の成立要件】《野洲市住民投票条例第 19条》 
 住民投票制度は、市の意思決定に住民の総意を反映させるための手段であり、市政に関
する重要事項を判断するうえで、住民の総意というべき多数意見を過半数と考えることか
ら、投票者総数が投票資格者数の 1/2 以上の場合に住民投票が成立することとします。 
 なお、1/2 に満たないときは、住民投票は成立しないものとし、この場合は開票作業そ
の他の作業は行いません。 
 

☆日程想定について 

 選挙管理委員会は、市長から住民投票実施の通知があった日から起算して 30 日を経過 

して 90 日を超えない範囲内において住民投票の期日を定めることとなっています。《野洲
市住民投票条例第 10条》なお、現在想定しているスケジュールは次のとおりです。 

月日 議会日程 市 選管 

Ｈ29.6.8 ６月議会開会日 住民投票に関する補正予算提案  

6.29 ６月議会閉会日 

住民投票に関する補正予算議決  

発議→要旨の公表、通知(選管宛) 通知の受理 

 期日の決定 

8.20   住民投票告示日 

8.27   住民投票投開票日 

8.30 ８月議会開会日   

 

☆概算執行費用について 
人件費（投票及び開票事務従事者、派遣職員、臨時職員等） 8,463 千円 

投票関係経費（投票用紙印刷、入場券郵送代、投票所借上等） 3,607 千円 

開票関係経費（複合機、計数機、読取機調整設置等） 1,392 千円 

啓発関係経費（啓発ポスター、チラシ作成、掲示場設置等） 2,778 千円 

その他事務経費（事務用品、封筒、複写機使用料等） 436 千円 

             計               16,676 千円 

 投票日当日の投票時間は、現行の選挙では午前７時から午後８時までですが、
期日前投票が周知されてきたこと、投票結果を早く出せること、また経費削減に
つながることから、午前７時から午後６時までとします。 
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